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バイオマス活用の推進に向けた取組み（愛媛県バイオマス活用推進計画）Ⅶ

　バイオマスは、温室効果ガスを増加させない「カーボンニュートラル」という特性を有する持続的に再生可
能な資源であり、本県の豊富なバイオマス資源が多様な主体によって活用されることが必要です。
　本計画により、今後のバイオマス活用の方向性を示し、関係部局と連携してバイオマスの更なる活用を推進
します。

計画の基本的事項

バイオマス活用の基本方針

活用目標（目標年度：令和 7 年度）

基本方針１：みんなでバイオマス
県民・ＮＰＯ・事業者・行政が協働して、バイオマス活用の取組みを県全域に、みんなの取組みとして拡大・
進展させます。
【施策１】バイオマス活用に参加しよう
【施策２】バイオマスを使おう
【施策３】バイオマスをもっと知ろう
【施策４】県・市町で連携しよう

基本方針２：広げようバイオマス
少しずつでも着実にバイオマス活用を増やしていきます。
【施策５】食品廃棄物・農作物非食用部の活用
【施策６】木質バイオマスの活用
【施策７】水産業関係のバイオマスの活用
【施策 8】その他のバイオマスの活用

基本方針３：チャレンジしようバイオマス
バイオマス活用の将来を見据えた「挑戦の姿勢」を持って、新たな技術やシステムの開発を推進します。
【施策 9】エネルギーへの活用
【施策 10】新たな挑戦


